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　５月13日に開催した議会報告会。新庁舎「ヨリネスしばた」でも開催しました。
　報告会では、２月定例会の審議状況を報告した後、参加いただいた市民の皆さんと意見交換を行い、貴重
なご意見、ご要望をいただきました。
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正
副
議
長
の
選
挙
に
よ
る
選
出

　

平
成
27
年
春
の
市
議
会
改
選
か
ら

２
年
が
経
過
し
、
折
り
返
し
を
迎
え

た
６
月
定
例
会
で
、
正
副
議
長
の
選

挙
が
６
月
14
日
の
本
会
議
に
お
い
て

実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
小
川
徹
議
長
、
比
企
広

正
副
議
長
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
辞
表
が
提

出
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
も
の
で
す
。

　

議
長
、
副
議
長
の
選
挙
に
あ
た

り
、
平
成
23
年
の
選
挙
で
初
め
て
行

っ
た
際
と
同
様
に
、
投
票
前
に
所
信

表
明
会
を
実
施
し
ま
し
た
。
所
信
表

明
の
申
し
出
は
、
議
長
選
挙
で
は
２

人
、
副
議
長
選
挙
で
は
３
人
か
ら
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
所
信
を
表
明
し
ま
し

た
。

　

本
会
議
で
は
、
単
記
無
記
名
に
よ

る
選
挙
が
行
わ
れ
、
所
信
表
明
を
行

っ
た
比
企
広
正
議
員
が
議
長
に
、
佐

藤
真
澄
議
員
が
副
議
長
に
、
そ
れ
ぞ

れ
当
選
し
ま
し
た
。

　

市
議
会
で
は
、
開
か
れ
た
議
会
を

目
指
し
、
今
後
も
透
明
性
の
高
い
議

会
運
営
に
努
め
る
な
ど
、
議
会
改
革

を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

こ
の
た
び
、
議
員
の
皆
様
か
ら
推
挙
さ

れ
、
議
長
に
選
任
い
た
だ
き
ま
し
た
。
身

に
余
る
光
栄
で
あ
り
、
そ
の
責
任
の
重
大

さ
に
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。

　

議
長
と
し
て
議
場
の
秩
序
を
保
持
し
、

議
事
の
整
理
や
議
会
事
務
を
行
う
上
で
、

市
民
か
ら
負
託
を
受
け
た
議
員
と
議
会
の

活
動
規
範
・
最
高
規
範
で
あ
る
「
新
発
田

市
議
会
基
本
条
例
」
に
則
り
、
公
平
性
、

透
明
性
、
信
頼
性
の
確
保
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

　

議
員
は
、
市
民
全
体
の
代
表
者
と
し

て
、
倫
理
性
を
常
に
自
覚
し
、
品
位
を
保

持
し
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
、
調
和
の
と
れ
た
品
格
の
あ

る
議
会
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
指
導
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

二
元
代
表
制
の
も
と
選
出
さ
れ
た
27
人

の
市
議
会
議
員
は
、
常
に
地
域
住
民
の
目

線
に
立
ち
、
住
民
が
安
心
、
納
得
で
き
る

議
会
を
構
築
し
て
い
く
責
務
が
あ
り
ま

す
。

　

こ
の
た
び
、
副
議
長
と
い
う
大
役
を
仰

せ
つ
か
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
比
企
議

長
を
補
佐
し
、
市
民
の
利
益
と
福
祉
の
向

上
の
た
め
、「
公
平
・
公
正
な
議
会
運

営
」
、「
議
会
制
民
主
主
義
を
尊
重
す
る
議

会
運
営
」
、「
少
数
意
見
も
尊
重
す
る
議
会

運
営
」
を
基
本
と
し
た
「
開
か
れ
た
議

会
」
を
目
指
し
ま
す
。
ま
た
、
女
性
初
の

副
議
長
就
任
に
よ
り
、
新
発
田
市
の
男
女

共
同
参
画
が
一
層
推
進
さ
れ
る
よ
う
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
指
導
と
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

議
長
、
副
議
長
を
新
た
に
選
出

議
長
、
副
議
長
を
新
た
に
選
出

市
議
会
６
月
定
例
会
を
開
催

新
体
制
で
、
議
案
を
審
議
！

　

市
議
会
６
月
定
例
会
は
６
月
１
日
か
ら

27
日
ま
で
の
27
日
間
を
会
期
と
し
て
開
か

れ
ま
し
た
。

　

定
例
会
で
は
、
正
副
議
長
か
ら
の
辞
表

提
出
に
伴
い
、
新
た
に
正
副
議
長
を
選
出

し
た
ほ
か
、
任
期
満
了
に
伴
い
、
議
会
運

営
委
員
会
、
３
つ
の
常
任
委
員
会
委
員
も

新
た
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
案
の
審
議
で
は
、
一
般
会
計
並
び
に

特
別
会
計
補
正
予
算
議
案
の
ほ
か
、
条
例

改
正
案
な
ど
の
一
般
議
案
、
農
業
委
員
会

委
員
の
任
命
な
ど
の
人
事
議
案
な
ど
が
審

議
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
一
般
質
問
で
、
市
長
の
政
治
姿

勢
な
ど
を
た
だ
し
ま
し
た
。

議
長
挨
拶

副
議
長
挨
拶

第３４代議長

比企　広正

第３６代副議長

佐藤　真澄
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各
委
員
会
の
新
た
な
構
成

　

今
定
例
会
か
ら
、
議
会
運
営
委
員
会
及
び
３
つ
の
常
任

委
員
会
も
新
た
な
構
成
の
も
と
、
議
案
の
審
査
や
施
策
等

の
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
専
門
継
続
性
と

同
時
に
、
新
た
な
視
点
か
ら
議
案
等
を
審
議
す
る
た
め
、

構
成
議
員
を
一
部
交
代
し
、
委
員
長
や
副
委
員
長
を
改
め

て
選
出
し
ま
し
た
。

　

各
委
員
会
等
の
構
成
は
、
下
の
名
簿
の
と
お
り
で
す
。

選挙の開票の様子選挙の開票の様子

会派別議員名簿会派別議員名簿

副議長選挙投票結果 議長選挙投票結果

佐藤　真澄　13票
渡部　良一　11票
渡邊　喜夫　 3票

委員会名 定 数 委 員

議会運営委員会 10 ◎若月　　学　○小坂　博司　　川﨑　孝一　　湯浅佐太郎　　阿部　　聡
　石山　洋子　　加藤　和雄　　佐久間敏夫　　佐藤　武男　　中村　　功

総務常任委員会 9 ◎小柳　　肇　○板垣　　功　　湯浅佐太郎　　若月　　学　　小坂　博司
　渡邊　喜夫　　加藤　和雄　　稲垣富士雄　　小川　　徹

社会文教常任委員会 9 ◎石山　洋子　○阿部　　聡　　比企　広正　　川﨑　孝一　　小林　　誠
　渡部　良一　　佐藤　武男　　佐藤　真澄　　中村　　功

経済建設常任委員会 9 ◎今田　修栄　○中野　廣衛　　宮崎　光夫　　水野　善栄　　入倉　直作
　井畑　隆二　　佐久間敏夫　　宮村　幸男　　宮島　信人

表中の◎は委員長、○は副委員長。その他の議員名は議席番号順に記載。

会派名 人 数 議 員

新発田政友会 8 ◎川﨑　孝一　○湯浅佐太郎　○若月　　学　　比企　広正　　今田　修栄
　小柳　　肇　　宮崎　光夫　　水野　善栄

市民クラブ 7 ◎佐藤　武男　○佐久間敏夫　　宮島　信人　　中村　　功　　 小川　　徹
　稲垣富士雄　　井畑　隆二

民主クラブ 4 ◎入倉　直作　○渡部　良一　　小坂　博司　　小林　　誠

日本共産党 3 ◎加藤　和雄　○宮村　幸男　　佐藤　真澄

つなぐ会 3 ◎阿部　　聡　○中野　廣衛　　板垣　　功

公明党 2 ◎渡邊　喜夫　○石山　洋子

表中の◎は会長、○は副会長。平成29年5月30日現在。

比企　広正　14票
宮島　信人　12票
無　　　効　 1票
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◎
議
会
提
出
議
案

    

　

定
例
会
初
日
の
本
会
議
で
、
議
員
定
数
を

現
在
の
27
人
か
ら
25
人
と
す
る
新
発
田
市
議

会
議
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
案
が
提
出
さ

れ
、
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

定
数
は
、
次
の
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
か
ら

適
用
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
人
事
案
件
の
ほ
か
、
意
見
書
３
件

を
提
出
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
本
会
議
で
可

決
し
、
国
な
ど
に
送
付
し
ま
し
た
（
内
容
は

16
ペ
ー
ジ
に
記
載
）
。

◎
市
長
提
出
議
案

平
成
29
年
度
補
正
予
算

　

人
事
異
動
な
ど
に
伴
う
職
員
給
与
費
調

整
、
国
・
県
の
補
助
内
示
に
伴
う
事
業
費
及

び
財
源
の
調
整
、
急
を
要
す
る
事
務
事
業
に

係
る
経
費
の
調
整
な
ど
に
よ
る
補
正
予
算
議

案
を
各
常
任
委
員
会
で
専
門
的
に
審
査
し
た

後
、
本
会
議
で
可
決
し
ま
し
た
。

　

補
正
後
の
一
般
会
計
予
算
は
、
総
額
４
２

１
億
９
９
３
８
万
３
千
円
と
な
り
ま
し
た

（
主
な
予
算
の
内
容
は
５
ペ
ー
ジ
に
記

載
）
。

一
般
議
案

　

空
き
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条
例
の

全
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
、
隣
保
館
設
置

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
、
重
度

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
な
ど
の
議
案
を
各
常
任
委

員
会
で
専
門
的
に
審
査
し
た
後
、
本
会
議
で

可
決
し
ま
し
た
。

人
事
議
案

　

市
長
か
ら
農
業
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ

い
て
の
議
案
、
人
権
擁
護
委
員
の
選
任
に
つ

き
意
見
を
求
め
る
議
案
、
監
査
委
員
の
選
任

に
つ
い
て
の
議
案
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
意
、
適
任
と
認
め
ま
し
た
。

一
般
質
問

　

２
日
間
に
わ
た
り
10
人
の
議
員
が
一
般
質

問
を
行
い
ま
し
た
。
市
長
、
教
育
長
に
答
弁

を
求
め
、
市
政
を
た
だ
し
ま
し
た
（
質
問
と

答
弁
は
７
ペ
ー
ジ
〜
12
ペ
ー
ジ
に
記
載
）
。

行
政
報
告

　

市
長
か
ら
定
例
会
初
日
と
最
終
日
の
本
会

議
で
行
政
報
告
が
な
さ
れ
、
初
日
の
本
会
議

で
は
、
図
書
館
所
蔵
の
学
校
記
念
誌
切
取
り

被
害
に
つ
い
て
、
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
今

年
４
月
の
岐
阜
県
立
図
書
館
で
の
学
校
記
念

誌
切
取
り
被
害
の
発
覚
を
受
け
、
日
本
図
書

館
協
会
の
調
査
依
頼
に
よ
り
、
当
市
で
も
中

央
図
書
館
及
び
各
分
館
で
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
中
央
図
書
館
所
蔵
の
５
冊
に
つ
い
て
、

合
計
55
ペ
ー
ジ
の
被
害
を
受
け
て
い
る
こ
と

が
判
明
し
ま
し
た
。
記
念
誌
な
ど
の
資
料
は

一
般
の
方
が
出
入
り
で
き
な
い
閉
架
書
庫
に

納
め
、
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
、
職
員
が
書

庫
か
ら
出
し
、
利
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
た

が
、
市
民
か
ら
お
預
か
り
し
て
い
る
大
切
な

財
産
を
適
切
に
管
理
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を

反
省
し
、
緊
張
感
を
持
っ
て
業
務
に
あ
た
る

よ
う
職
員
に
注
意
喚
起
し
て
い
く
と
の
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
最
終
日
の
本
会
議
で
は
、
新
庁
舎

建
設
の
違
算
に
係
る
住
民
訴
訟
の
上
告
受
理

申
立
に
つ
い
て
、
市
が
運
営
し
て
い
る
国
保

紫
雲
寺
診
療
所
に
つ
い
て
、
滝
谷
森
林
公
園

に
隣
接
の
加
治
川
で
発
生
し
た
水
難
事
故
に

つ
い
て
、
３
件
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

平
成
29
年
１
月
に
最
高
裁
判
所
に
提
出
さ

れ
た
新
庁
舎
建
設
の
違
算
に
係
る
住
民
訴
訟

の
上
告
受
理
申
立
に
つ
い
て
は
、
６
月
１
日

付
で
最
高
裁
判
所
か
ら
決
定
通
知
が
あ
り
、

そ
の
主
文
は
「
本
件
を
上
告
審
と
し
て
受
理

し
な
い
。
申
立
費
用
は
、
申
立
人
の
負
担
と

す
る
。
」
で
し
た
。
こ
の
決
定
に
よ
り
、
新

庁
舎
建
設
の
違
算
に
係
る
一
連
の
住
民
訴
訟

の
手
続
き
は
、
終
結
し
た
と
の
報
告
が
あ
り

ま
し
た
。

　

新
発
田
市
が
運
営
し
て
い
る
国
保
紫
雲
寺

診
療
所
に
つ
い
て
、
医
師
を
務
め
る
診
療
所

長
か
ら
、
平
成
30
年
３
月
末
を
も
っ
て
退
職

し
た
い
と
の
申
し
出
が
あ
り
、
慰
留
し
た
い

考
え
で
い
た
が
、
本
人
の
強
い
意
向
が
確
認

６
月
定
例
会
の
議
案
審
議
概
要

６
月
定
例
会
の
議
案
審
議
概
要

平
成
29
年
度
補
正
予
算
、
一
般
議
案
、
意
見
書
な
ど
27
議
案
を
審
議

提案理由説明を行う市長
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で
き
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
了
承
し
ま
し

た
。
国
保
診
療
所
は
、
長
年
に
渡
り
運
営
を

続
け
地
域
医
療
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
が
、
地
域
内
に
民
間
医
療
機
関
が
開
業

し
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
10
年
間
は
外
来
患
者

数
が
大
き
く
減
少
し
、
恒
常
的
な
赤
字
経
営

が
続
い
て
い
ま
し
た
。
今
後
の
対
応
と
し
て

は
、
通
院
患
者
や
関
係
者
に
事
情
を
説
明
し

て
意
見
等
を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
関
係
機

関
と
の
協
議
を
行
っ
た
上
で
、
診
療
所
の
今

後
の
在
り
方
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

滝
谷
森
林
公
園
に
隣
接
す
る
加
治
川
で
発

生
し
た
水
難
事
故
に
つ
い
て
、
さ
る
６
月
17

日
午
後
４
時
頃
、
急
激
な
増
水
に
よ
り
身
動

き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
い
た
母
親
と
男
の
子

が
河
川
中
央
部
の
中
洲
状
態
と
な
っ
た
と
こ

ろ
に
取
り
残
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
事
故
に
至

っ
た
原
因
は
、
加
治
川
治
水
ダ
ム
か
ら
の
観

光
放
流
に
よ
り
急
激
に
増
水
し
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
す
。
こ
の
事
故
を
受
け
、
公
園
利

用
者
の
安
全
確
保
の
た
め
、
県
の
ダ
ム
放
流

に
係
る
詳
細
な
ル
ー
ル
の
見
直
し
が
行
わ

れ
、
安
全
が
確
認
で
き
る
ま
で
の
間
は
、
川

へ
の
立
ち
入
り
を
禁
止
す
る
と
の
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。（
な
お
、
立
入
規
制
は
、
７
月

15
日
に
解
除
さ
れ
て
い
ま
す
。
）

○
農
業
委
員
会
委
員
（
同
意
）

中
村　

正
人　

氏
（
上
石
川
）

松
井　

敏
郎　

氏
（
片
桐
）

松
川　

剛
志　

氏
（
宮
吉
）

川
﨑　

義
明　

氏
（
中
曽
根
町
２
）

津
村　
　

賢　

氏
（
米
倉
）

船
山　

孝
紀　

氏
（
横
岡
）

石
黒　

俊
一　

氏
（
五
十
公
野
）

古
田　

光
浩　

氏
（
北
簔
口
）

小
池　

信
義　

氏
（
小
坂
）

相
沢　

久
明　

氏
（
湖
南
）

宮
村　

正
義　

氏
（
大
友
）

近
藤　

勇
二　

氏
（
東
姫
田
）

星
野　

幸
雄　

氏
（
宮
古
木
）

鹿
島　

芳
夫　

氏
（
金
塚
）

大
沼　

敦
志　

氏
（
西
浦
）

櫻
井　

美
代
子
氏
（
小
坂
）

佐
々
木
政
司　

氏
（
本
田
）

榎
本　

信
彦　

氏
（
吉
浦
）

宮
下　

要
一
郎
氏
（
菅
谷
）

○
人
権
擁
護
委
員
（
適
任
）

加
藤　

和
夫　

氏
（
関
妻
）

○
新
発
田
地
域
広
域
事
務
組
合
議
会
議
員（
当
選
）

中
野　

廣
衛　

氏

○ 

新
潟
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

議
会
議
員
（
当
選
）

石
山　

洋
子　

氏

○
監
査
委
員
（
同
意
）

渡
邊　

喜
夫　

氏

人　
　

事

議　員　表　彰
　全国市議会議長会及び北信越市議会議長会
から表彰された議員を紹介します。

宮島　信人　議員（議員在職20年）

佐久間敏夫　議員（議員在職10年）

渡部　良一　議員（議員在職10年）

※ 在職期間は、合併前の町村議員在職期間を
表彰規程により換算してあります。

一般会計予算
4,938万３千円の増額補正

〈６月補正予算（増額分）の主な内容〉
住民情報システム管理運営事業 109万円  
マイナンバーカードを活用した子育てワンストップ
サービス事業を開始する。

コミュニティ支援事業 480万円
自治会が行うコミュニティ活動用備品の整備に対す
る補助金。

都市間交流推進事業 15万円
市制施行70周年を記念して実施する、市民交流事
業に対する補助金。

重度障害者医療費助成事業 421万円
県の重度心身障害者医療費制度改正に伴うシステム
改修経費。

災害対策事業 4,472万円
防災行政無線大峰山中継基地局の落雷障害復旧及び
落雷対策経費。

防災対策推進事業 200万円
自主防災組織が行う資機材の導入に対する補助金。

小学校教育運営事業 41万円
県委託金の内示に伴う道徳教育支援事業に要する経
費。

中学校施設整備事業 761万円
加治川中学校グラウンドバックネットの強風被害か
らの復旧に要する経費。
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６月定例会議決結果
　６月定例会の議案のうち、市長提出議案（人事案件を除く）18件は、各常任委員会で専門的に審査した後、また、人事案件

３件及び議会提出議案６件は直接、本会議において下記のとおり議決しました。（※各委員会審査状況は14ページから15ペー

ジを参照ください。）

６月定例会で審議された案件
審査した
委員会
※１

議決
結果
※２

新
発
田
政
友
会

市
民
ク
ラ
ブ

民
主
ク
ラ
ブ

日
本
共
産
党

つ
な
ぐ
会

公

明

党

賛
　

成

反
　

対
※３ ※４

市　
　
　

長　
　
　

提　
　
　

出　
　
　

議　
　
　

案

人事案件
農業委員会委員の任命について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
監査委員の選任について 可決 ※５ 19 6

条例の全部改正
新発田市空き家等の適正管理に関する条例 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

条例の一部改正
新発田市税条例（専決） 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
新発田市国民健康保険税条例（専決） 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
新発田市職員退職手当支給条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
新発田市隣保館設置条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
新発田市自転車等駐車場条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
新発田市重度心身障害者医療費助成条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
新発田市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
新発田市農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
新発田市公共下水道事業受益者分担金に関する条例 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

29年度補正予算
一般会計（第１号） 分割付託 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
国民健康保険事業特別会計（第１号） 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
介護保険事業特別会計（第１号） 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
後期高齢者医療特別会計（第１号） 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
農業集落排水事業特別会計（第１号） 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
下水道事業特別会計（第１号） 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
水道事業会計（第１号） 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

その他
市道路線の認定について 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

議
会
提
出
議
案

人事案件
新発田地域広域事務組合議会議員の選挙　※６ 当選 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 27 0
新潟県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙　※６ 当選 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 27 0

条例の一部改正
新発田市議会議員定数条例 可決 ○ ○ ○ × × ○ 20 6

意見書
ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
地方財政の充実・強化を求める意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

会派名 所　属　議　員　名
新発田政友会 川﨑孝一、湯浅佐太郎、若月　学、比企広正、今田修栄、小柳　肇、宮崎光夫、水野善栄
市民クラブ 佐藤武男、佐久間敏夫、宮島信人、中村　功、小川　徹、稲垣富士雄、井畑隆二
民主クラブ 入倉直作、渡部良一、小坂博司、小林　誠
日本共産党 加藤和雄、宮村幸男、佐藤真澄
つ な ぐ 会 阿部　聡、中野廣衛、板垣　功
公 明 党 渡邊喜夫、石山洋子

※１ 「総務」　　：総務常任委員会
 「社会文教」：社会文教常任委員会
 「経済建設」：経済建設常任委員会
 「分割付託」：各常任委員会に分割して付託されたもの
 　ただし、審査した委員会がない案件は本会議で即決
※2 「可決」： 全員賛成または賛成多数により可決、推薦、承認、採択等と議

決したもの
 「否決」： 賛成少数または賛成なしにより否決、不採択等と議決したもの
※３ 「○」：会派構成議員全員がその議案等に対して「賛成」したもの
 「×」：会派構成議員全員がその議案等に対して「賛成以外」のもの

※４　 議長は、※６の選挙を除き、地方自治法第116条により表決には参加し
ないため、表決に参加する全議員数は26人です。

※５　 新発田市議会会議規則第71条第１項による無記名投票のため賛否表示不
可のものです。

　　　 渡邊喜夫議員は、監査委員候補者であり、審議・採決に参加できないた
め、表決参加議員数は25人です。

※６　議長は、選挙権を有するため、全議員数は27人です。
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問　

市
制
施
行
70
周
年
に
当
た
り
、
新
発

田
の
歴
史
を
戦
後
日
本
史
の
歩
み
と
共
に

再
認
識
す
る
こ
と
は
大
い
に
意
義
が
あ

る
。
そ
こ
で
、
①
市
民
生
活
と
ま
ち
づ
く

り
の
変
遷
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
「
市
制

施
行
70
年
の
あ
ゆ
み
」
を
発
刊
す
べ
き
で

は
。
②
「
市
制
施
行
70
年
の
あ
ゆ
み
と
新

発
田
の
展
望
」
な
る
多
方
面
か
ら
の
連
続

講
座
を
開
催
す
べ
き
で
は
。

答　

①
市
制
施
行
70
周
年
に
当
た
り
、
広

く
当
市
の
魅
力
、
歴
史
、
文
化
、
ま
ち

づ
く
り
等
を
発
信
す
る
こ
と
を
目
的
に

「
『
新
生
し
ば
た
』
～
新
た
な
る
百
年
に

向
け
て
～
ハ
ピ
ネ
ス
シ
バ
タ
」
と
題
し
た

記
念
誌
を
発
行
し
た
。
提
案
の
い
わ
ば
新

発
田
市
史
の
必
要
性
は
十
分
に
認
識
し
て

い
る
。
一
方
、
作
成
に
は
時
間
と
節
目
が

重
要
と
考
え
、
次
の
新
た
な
る
百
年
を
目

指
し
て
、
ま
ず
は
、
資
料
の
収
集
等
の
準

備
を
進
め
て
み
た
い
。
②
70
年
を
振
り
返

る
こ
と
は
、
市
民
に
と
っ
て
身
近
で
非
常

に
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
教
育
委

員
会
と
連
携
し
、
講
座
開
設
を
検
討
し
た

い
。
ま
た
70
年
の
枠
を
超
え
、
新
発
田
の

礎
と
な
っ
た
人
物
に
も
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て

た
、
未
来
へ
つ
な
ぐ
講
座
に
し
た
い
。　

土
曜
学
習
支
援
事
業
に
つ
い
て

問　

土
曜
日
の
教
育
環
境
の
充
実
に
向

け
、
27
年
度
か
ら
各
地
区
で
学
習
支
援
事

業
を
実
施
し
て
き
た
が
、
①
目
的
に
沿
っ

て
の
評
価
と
課
題
は
。
②
予
算
措
置
が
厚

労
省
の
生
活
困
窮
世
帯
の
子
ど
も
た
ち
に

対
す
る
学
習
支
援
事
業
に
変
更
さ
れ
た

が
、
対
象
は
従
前
ど
お
り
か
。
③
来
年
度

は
本
庁
地
区
で
拡
大
し
て
い
く
と
し
て
い

る
が
実
施
地
区
は
。

答　

①
自
主
学
習
の
定
着
化
・
習
慣
化
が

進
み
、
学
力
向
上
に
寄
与
し
て
い
る
と
評

価
し
て
い
る
。
課
題
と
し
て
は
、
よ
り
多

く
の
子
ど
も
が
参
加
で
き
る
教
室
と
な
る

よ
う
推
進
体
制
に
磨
き
を
か
け
て
い
く
必

要
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
②
従
来
ど
お
り

で
あ
る
。
③
旧
新
発
田
市
の
全
域
を
対
象

と
し
て
実
施
す
る
。

 
「
一
般
質
問
」
は
、
提
出
議
案
に
か
か
わ

ら
ず
、
議
員
の
立
場
か
ら
市
政
全
般
に
関

し
て
執
行
機
関
に
対
す
る
疑
問
を
た
だ
し

た
り
、
所
信
の
表
明
を
求
め
た
り
す
る
も

の
で
、
定
例
会
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

新
発
田
市
議
会
で
は
、
質
問
内
容
を
事

前
に
通
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
市
長
、
教
育
長
な
ど

が
あ
ら
か
じ
め
準
備
を
し
て
お
く
こ
と

で
、
質
問
に
対
し
て
的
確
な
答
弁
が
期
待

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

答
弁
の
内
容
に
疑
義
が
あ
る
場
合
は
、

再
質
問
や
再
々
質
問
を
行
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
場
合
は
、
１
人
に
つ
き
制
限
時
間

の
45
分
以
内
に
次
々
と
質
問
と
答
弁
を
繰

り
返
す
「
一
問
一
答
方
式
」
で
、
深
ま
っ

た
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

市
制
施
行
70
周
年
に
当
た
っ
て

一般質問

は
、
提
出
議
案

か
か

議員の
＆

市
のQ
A

渡部 良一

市制施行70周年記念誌
新生しばた
～新たなる100年に向けて～

　　　　ハピネスシバタ
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当
市
に
お
け
る
父
親
支
援
の
考
え
方
に
つ
い
て

公
会
堂
整
備
に
対
す
る
補
助
金
の
見
直
し
に
つ
い
て

問　

現
在
共
働
き
家
庭
の
増
加
に
伴
い
、

父
親
の
育
児
参
加
を
推
進
す
る
活
動
が
盛

ん
で
あ
る
。
①
男
性
の
育
児
参
加
が
増
え

る
と
少
子
化
対
策
に
も
つ
な
が
り
、
父
親

支
援
は
今
後
の
市
政
の
重
要
な
視
点
で
あ

る
が
、
市
の
考
え
方
は
。
②
具
体
的
な
取

組
に
つ
い
て
。
③
パ
パ
サ
ー
ク
ル
な
ど
積

極
的
に
取
り
組
む
団
体
へ
の
支
援
策
は
。

答　

①
男
性
の
育
児
参
加
が
少
子
化
対
策

の
一
番
の
近
道
で
あ
る
と
痛
切
に
思
っ
て

い
る
。
父
親
の
働
き
方
の
見
直
し
や
雇
用

す
る
企
業
の
意
識
改
革
、
父
親
が
育
児
参

画
で
き
る
環
境
づ
く
り
な
ど
、
父
親
が
子

育
て
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
た
め
の

支
援
は
必
要
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
②
よ

り
一
層
育
児
に
男
性
が
関
わ
っ
て
い
く

ツ
ー
ル
に
な
る
と
考
え
、
新
発
田
版
の
父

子
手
帳
を
作
っ
て
み
た
い
。
そ
の
他
の
父

親
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
対

策
と
し
て
、
子
ど
も
医
療
費
助
成
、
待
機

児
童
解
消
な
ど
、
子
ど
も
へ
の
直
接
的
な

投
資
で
精
一
杯
で
あ
り
、
取
り
組
む
余
裕

は
当
分
な
い
が
、
参
画
や
ア
ド
バ
イ
ス
な

ど
、
行
政
の
関
わ
り
は
積
極
的
に
行
っ
て

い
き
た
い
。
③
今
の
と
こ
ろ
市
独
自
の
助

成
制
度
は
考
え
て
い
な
い
。
市
と
し
て

は
、
金
銭
的
な
支
援
で
は
な
く
、
後
援
や

共
催
に
よ
り
市
の
施
設
を
提
供
し
た
り
、

各
種
制
度
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
、
側
面
的

な
支
援
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

ラ
ン
ニ
ン
グ
バ
イ
ク
（
ス
ト
ラ
イ

ダ
ー
）
の
普
及
・
推
進
に
つ
い
て

問　

ラ
ン
ニ
ン
グ
バ
イ
ク
の
流
行
に
よ

り
、
当
市
の
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
も
好
評

を
博
し
て
い
る
が
、
今
後
の
練
習
場
所
の

確
保
や
札
の
辻
広
場
の
時
間
貸
し
等
の
検

討
は
。

答　

ラ
ン
ニ
ン
グ
バ
イ
ク
だ
け
の
練
習
場

所
の
確
保
は
難
し
い
。
札
の
辻
広
場
も
含

め
、
公
園
や
駐
車
場
な
ど
を
調
整
し
て
活

用
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
札
の
辻
広
場
の

時
間
貸
し
に
つ
い
て
は
、
担
当
課
に
検
討

を
す
る
よ
う
に
指
示
を
す
る
。
な
お
、
今

後
も
、
運
動
能
力
の
向
上
、
子
育
て
支
援

の
き
っ
か
け
づ
く
り
の
一
つ
と
し
て
、
ラ

ン
ニ
ン
グ
バ
イ
ク
を
活
用
し
た
巡
回
講

座
、
市
民
団
体
と
連
携
し
た
大
会
開
催
の

支
援
、
安
全
教
育
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

問　

少
子
高
齢
化
、
人
口
減
少
で
今
後
自

治
会
が
担
う
役
割
や
負
担
は
重
要
性
を
増

す
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
活
動
拠
点
と

な
る
公
会
堂
、
集
会
所
の
老
朽
化
等
で
改

修
や
建
て
替
え
に
苦
慮
し
て
い
る
。
①
補

助
金
額
は
自
治
会
世
帯
数
減
少
の
中
、
建

築
工
事
等
に
要
す
る
金
額
の
２
分
の
１
で

よ
い
の
で
は
な
い
か
。
②
農
水
振
興
課
で

も
市
民
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
同
様
に
、
相

談
、
申
請
の
対
応
が
で
き
な
い
か
。

答　

①
公
会
堂
の
規
模
及
び
建
築
費
は
世

帯
数
の
大
小
に
合
わ
せ
て
決
ま
る
と
想
定

を
し
、
世
帯
数
の
加
算
を
設
定
し
て
い
る

現
在
の
補
助
制
度
は
、
人
口
減
少
が
進
む

現
状
等
に
お
い
て
、
適
切
な
要
件
で
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
世
帯
数

に
よ
る
補
助
額
の
極
端
な
大
小
が
出
な
い

よ
う
制
度
の
見
直
し
を
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。
②
補
助
金
の
申
請
は
そ
れ
ぞ
れ
の

担
当
課
に
提
出
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る

が
、
相
談
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
担
当

課
が
同
時
に
受
け
ら
れ
る
体
制
で
対
応
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
行
政
業
務

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
を
確
立
し
、
き
め
細
や

か
な
対
応
に
努
め
た
い
。

「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」
の
理
念

浸
透
と
啓
発
活
動
の
促
進
に
つ
い
て

問　

昨
年
12
月
「
部
落
差
別
解
消
推
進

法
」
が
施
行
さ
れ
た
。
国
や
自
治
体
に
教

育
、
啓
発
な
ど
実
効
性
の
あ
る
施
策
の
実

施
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
①
市
長
と
し
て

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
推
進
す
る
の
か
。

②
活
動
拠
点
で
あ
る
隣
保
館
事
業
の
現
状

と
課
題
、
今
後
の
展
望
は
。

答　

①
部
落
差
別
の
解
決
を
初
め
て
法
律

で
明
記
を
し
た
意
義
あ
る
も
の
と
受
け
止

め
、
市
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
人
権
の

ま
ち
づ
く
り
の
取
組
を
さ
ら
に
推
進
し
、

部
落
差
別
の
な
い
ま
ち
づ
く
り
を
行
っ
て

い
く
。
②
人
権
・
同
和
問
題
講
演
会
や
相

談
事
業
な
ど
様
々
な
事
業
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
課
題
と
し
て
は
、
利
用
者
の
高
齢

化
や
、
さ
ら
に
地
域
に
根
差
し
た
活
動
を

充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
今
後

は
、「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」
の
意
義

を
十
分
認
識
し
、
人
権
に
関
わ
る
各
種
相

談
事
業
及
び
啓
発
事
業
を
さ
ら
に
推
進
す

る
と
と
も
に
、
地
域
福
祉
の
向
上
と
、
部

落
差
別
を
は

じ
め
と
す
る

様
々
な
人
権

課
題
の
解
決

に
向
け
、
取

組
を
す
す
め

て
い
く
。

小林　誠

石山 洋子

ランニングバイク巡回講座
（市内保育園）

県内唯一の隣保館（住吉町２）



一般質問

〔9〕

新
発
田
市
に
お
け
る
踏
み
込
ん
だ
「
喫
煙
対
策
」

の
必
要
性
に
つ
い
て

ヨ
リ
ネ
ス
（
新
市
庁
舎
）
に
か
か
る
諸
課
題

に
つ
い
て

問　

東
京
五
輪
に
向
け
て
「
世
界
最
後

進
」
と
日
本
の
喫
煙
対
策
が
問
題
提
起
さ

れ
て
い
る
。
市
で
は
敷
地
内
完
全
禁
煙
は

未
実
施
で
、
入
口
付
近
に
喫
煙
所
が
設
置

さ
れ
る
ケ
ー
ス
す
ら
あ
る
。
職
員
の
「
た

ば
こ
休
憩
」
に
対
す
る
認
識
も
低
く
、
経

済
的
損
失
に
加
え
職
場
内
の
不
公
平
感
も

根
強
い
。
三
次
喫
煙
、
加
熱
式
た
ば
こ
の

問
題
な
ど
山
積
す
る
課
題
に
つ
い
て
伺

う
。

答　

新
庁
舎
の
敷
地
内
禁
煙
は
、
市
民
の

意
見
等
も
踏
ま
え
て
実
施
し
て
い
る
の

で
、
基
本
的
に
考
え
て
い
な
い
。
職
員
の

喫
煙
は
、
勤
務
時
間
内
完
全
禁
煙
を
実
施

し
て
い
る
が
、
再
度
、
周
知
徹
底
を
し
て

い
く
。
市
民
と
接
す
る
職
員
は
、
三
次
喫

煙
に
よ
る
健
康
被
害
を
認
識
し
、
対
応
を

行
う
必
要
性
が
あ
る
の
で
注
意
喚
起
し
て

い
く
。
加
熱
式
た
ば
こ
の
健
康
に
対
す
る

影
響
の
評
価
や
受
動
喫
煙
対
策
は
、
今
後

の
研
究
を
踏
ま
え
て
考
え
て
い
く
。

ヨ
リ
ネ
ス
し
ば
た
に
お
け
る
イ
ベ
ン
ト
空

間
「
札
の
辻
広
場
」
の
活
用
に
つ
い
て

問　

開
館
半
年
が
経
過
し
た
が
、
親
子
連

れ
が
遊
び
、
高
校
生
の
勉
強
す
る
姿
が
毎

日
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
想
定
以
上
の
「
新

た
な
人
の
流
れ
」
が
生
ま
れ
て
い
る
。
現

在
は
毎
週
末
の
「
官
製
イ
ベ
ン
ト
頼
み
」

で
あ
る
が
、
今
後
市
民
に
よ
る
自
発
的
な

活
用
を
ど
の
よ
う
に
喚
起
し
て
い
く
つ
も

り
か
。

答　

札
の
辻
広
場
は
、
中
心
市
街
地
に
お

け
る
賑
わ
い
を
創
出
す
る
た
め
に
設
置
し

た
。
各
種
団
体
や
市
で
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

す
る
こ
と
で
、
様
々
な
使
い
方
の
手
法
を

示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
民
間
活
用

が
今
後
も
増
え
る
よ
う
推
進
し
て
い
く
と

と
も
に
、
利
用
い
た
だ
い
た
団
体
が
継
続

的
に
利
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
働
き
か

け
て
い
く
。

問　

①
入
庁
５
ヶ
月
に
お
け
る
市
長
の
所

見
を
伺
う
。
②
移
転
に
よ
る
周
辺
道
路
の

混
雑
状
況
は
。
③
第
１
、
第
２
駐
車
場
の

混
雑
・
満
車
対
策
に
つ
い
て
④
無
料
処
理

に
つ
い
て
、
30
分
以
内
駐
車
の
場
合
は
処

理
な
し
で
も
退
出
で
き
る
よ
う
に
し
て

は
。
⑤
札
の
辻
広
場
に
面
す
る
階
段
に
転

落
防
止
を
し
て
は
ど
う
か
。
⑥
札
の
辻
広

場
を
望
む
２
階
・
３
階
廊
下
の
椅
子
や

テ
ー
ブ
ル
を
増
や
せ
な
い
も
の
か
。
⑦
開
庁・

市
制
施
行
70
周
年
式
典
の
総
括
を
伺
う
。

答　

①
ヨ
リ
ネ
ス
は
ま
ち
な
か
の
拠
点
。

市
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
未
来
へ
つ
な

い
で
い
く
。
②
南
バ
イ
パ
ス
な
ど
の
整
備

も
あ
り
、
概
ね
市
街
地
の
交
通
量
は
減
少

し
て
い
る
。
③
職
員
に
改
善
方
法
の
検
討

を
指
示
し
た
。
④
民
業
圧
迫
に
な
ら
な
い

よ
う
調
整
し
た
。
現
在
の
方
式
を
継
続
し

た
い
。
⑤
手
す
り
は
建
築
基
準
法
等
の
基

準
を
満
た
し
て
お
り
、
安
全
に
は
配
慮
し

た
。
必
要
あ
れ
ば
改
善
す
る
。
⑥
常
設
の

配
置
は
現
状
維
持
と
し
、
不
足
の
状
況
が

続
け
ば
検
討
す
る
。
⑦
大
勢
の
方
か
ら
出

席
い
た
だ
き
、
大
変
意
義
深
い
式
典
だ
っ
た
。

子
ど
も
の
自
転
車
事
故
防
止
に
つ
い
て

問　

①
子
ど
も
の
自
転
車
事
故
防
止
対
策

に
つ
い
て
伺
う
。
ま
た
、
学
校
で
の
子
ど

も
た
ち
へ
の
指
導
等
に
つ
い
て
も
伺
う
。

②
自
転
車
保
険
へ
の
加
入
を
推
進
し
て
は

ど
う
か
。

答　

①
引
き
続
き
小
・
中
学
校
の
自
転
車

教
室
な
ど
を
通
じ
て
、
交
通
ル
ー
ル
の
遵

守
を
徹
底
指
導
す
る
。
関
係
機
関
と
連
携

し
て
保
護
者
へ
の
啓
発
に
も
努
め
る
。
②

事
故
の
増
加
を
踏
ま
え
、
自
転
車
販
売
店

等
へ
も
加
入
促
進
を
働
き
か
け
る
。
併
せ

て
、
保
険
制
度
の
必
要
性
の
周
知
を
し
て

い
く
。

小柳　肇

中村　功

札の辻広場で開催した軽トラ市

自転車教室の様子



一般質問

〔10〕

新
発
田
市
農
業
の
担
い
手
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て

８
０
０
年
前
の
加
地
城
（
七
葉
松
城
）
佐
々
木

盛
綱
の
隆
盛
を
今
動
か
す

問　

平
成
30
年
度
か
ら
米
の
生
産
目
標
数

量
は
農
家
の
自
主
判
断
で
作
付
面
積
を
決

め
る
制
度
に
転
換
。
併
せ
て
稲
作
農
家
の

岩
盤
部
分
で
あ
っ
た
10
ア
ー
ル
当
た
り

７
，
５
０
０
円
の
経
営
安
定
対
策
も
廃
止

と
な
る
。
当
市
の
新
規
就
農
者
支
援
、
農

業
生
産
法
人
組
織
の
在
り
方
と
検
証
、
課

題
は
。

答　

新
規
就
農
者
の
確
保
・
定
着
の
た

め
、
農
地
の
確
保
や
経
営
・
技
術
相
談
、

資
金
面
か
ら
の
支
援
と
考
え
、
支
援
体
制

を
確
立
す
る
た
め
の
メ
ン
バ
ー
を
選
出
し

た
。
新
発
田
な
ら
で
は
の
営
農
モ
デ
ル
を

確
立
し
、
提
示
で
き
な
け
れ
ば
、
新
発
田

を
就
農
地
に
選
ん
で
は
も
ら
え
な
い
た

め
、
関
係
機
関
等
と
協
議
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
農
業
生
産
支
援
は
、
法
人
化

に
関
す
る
情
報
提
供
や
相
談
対
応
を
実
施

し
て
い
る
。
組
織
の
必
要
性
を
理
解
し
て

も
ら
え
る
よ
う
、
危
機
意
識
を
共
有
し
て

い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

「
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
」
の
普
及
促
進
に

つ
い
て

問　

障
が
い
や
難
病
を
抱
え
た
人
が
必
要

な
支
援
を
あ
ら
か
じ
め
カ
ー
ド
に
記
し
て

お
き
、
緊
急
時
や
災
害
時
等
の
困
っ
た
際

に
提
示
し
て
周
囲
の
配
慮
や
手
助
け
を
お

願
い
し
や
す
く
す
る
「
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
」

が
全
国
の
自
治
体
で
広
が
っ
て
い
る
。
聴

覚
障
が
い
者
や
内
部
障
が
い
者
、
知
的
障

が
い
者
や
義
手
・
義
足
の
使
用
等
、
一

見
、
障
が
い
者
と
わ
か
ら
な
い
方
が
支
援

を
求
め
る
際
に
有
効
で
あ
る
。
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
は
い
か
が
か
。

答　

導
入
に
つ
い
て
は
、
カ
ー
ド
を
利
用

で
き
る
対
象
者
の
範
囲
や
様
式
の
検
討
、

カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
際
の
個
人
情
報
の
問

題
な
ど
の
課
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
緊
急

時
等
に
支
援
が
必
要
な
方
に
は
有
効
な
も

の
と
認
識
し
て
い
る
。
他
市
を
参
考
に

し
、
積
極
的
に
検
討
す
る
。

問　

①
中
世
の
戦
国
時
代
の
佐
々
木
盛
綱

の
知
名
度
を
広
げ
る
た
め
、
歴
史
図
書
館

で
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
映
像
の
制
作
に
つ
い
て

伺
う
。
②
中
世
の
ま
ち
歩
き
地
図
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
の
作
成
状
況
は
。
③
倉
敷
市
と
の

交
流
支
援
対
応
は
。
④
櫛
形
山
脈
を
通
じ

て
の
広
域
観
光
ル
ー
ト
の
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ

の
作
成
状
況
は
。
⑤
山
沿
い
の
道
路
を
源

平
街
道
と
命
名
す
べ
き
だ
が
い
か
が
か
。

答　

①
歴
史
図
書
館
で
来
館
者
に
新
発
田

の
歴
史
を
紹
介
す
る
映
像
を
５
本
制
作
す

る
。
そ
の
内
、
佐
々
木
盛
綱
公
は
、
「
蒲

原
平
野
の
開
拓
」
の
中
で
取
り
上
げ
る
。

②
胎
内
市
と
も
協
力
し
、
広
域
観
光
歴
史

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
な
る
よ
う
作
成
し
て
い

る
。
完
成
は
７
月
下
旬
。
③
８
月
に
上
演

さ
れ
る
史
劇
を
契
機
に
、
歴
史
的
な
縁
を

持
つ
、
両
市
の
市
民
交
流
が
継
続
し
た
も

の
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
、
上
演
の
経
費

の
一
部
を
助
成
す
る
。
今
後
の
交
流
や
必

要
な
支
援
体
制
は
検
討
し
て
い
く
。
④
29

年
度
版
は
完
成
し
観
光
施
設
等
に
設
置
し

た
。
加
治
、
菅
谷
、
加
治
川
地
域
の
観
光

資
源
や
史
跡
の
紹
介
が
十
分
で
は
な
い
た

め
、
中
世
の
ま
ち
歩
き
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

同
地
域
の
観
光
情
報
を
入
れ
て
、
観
光
回

遊
が
で
き
る
よ
う
に
進
め
て
い
る
。
⑤
盛

綱
会
の
皆
さ
ん
等
に
愛
称
を
つ
け
て
も
ら

い
、
観
光
客
に
周
知
す
る
こ
と
で
定
着
し

て
い
く
と
考
え
る
。
市
は
史
実
に
詳
し
い

有
識
者
等
か
ら
意
見
を
聞
く
な
ど
し
、
Ｐ

Ｒ
や
活
用
を
検
討
す
る
。

新
発
田
市
歌
「
虹
の
橋
を
わ
た
っ

て
」
の
活
用

問　

新
発
田
市
歌
「
虹
の
橋
を
わ
た
っ
て
」

を
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
使
用
す

る
の
か
。

答　

行
政
だ
け
で
な
く
市
民
で
共
有
し
て

い
く
新
発
田
の
財
産
と
し
て
、
世
代
を
超

え
て
歌
い
継
が
れ
る
よ
う
に
、
学
校
の
行

事
や
市
内
の
イ
ベ
ン
ト
・
式
典
等
の
ほ

か
、
公
共
施
設
で
活
用
し
て
い
く
。

渡邊 喜夫

今田 修栄

普及が広がってきているヘルプカード
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改
善
さ
れ
た
就
学
援
助
制
度
の
徹
底
を

糸
魚
川
大
火
を
生
か
し
装
備
等
の
充
実
を

問　

①
文
科
省
の
予
算
単
価
の
見
直
し

（
増
額
）
を
受
け
、
市
の
単
価
は
。
②
援

助
が
必
要
な
時
期
に
速
や
か
な
支
給
が
行

わ
れ
る
よ
う
入
学
前
の
支
給
が
中
学
校
だ

け
で
は
な
く
、
小
学
校
等
で
も
可
能
と

な
っ
た
が
、
市
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
伺

う
。

答　

①
市
の
「
準
要
保
護
児
童
生
徒
就
学

援
助
」
の
支
給
額
は
、
国
の
「
要
保
護
児

童
生
徒
」
へ
の
支
給
単
価
に
準
じ
て
決
定

し
て
お
り
、
国
が
示
す
単
価
で
の
支
給
を

行
う
予
定
で
あ
る
。
②
中
学
生
に
つ
い
て

は
、
平
成
30
年
度
入
学
者
か
ら
入
学
前
の

小
学
６
年
生
時
の
２
月
に
支
給
で
き
る
よ

う
準
備
し
て
い
る
。
小
学
校
入
学
前
の
支

給
は
可
能
か
調
査
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
申
請
方
法
等
制
度
設
計
の
検
討
を
進

め
て
い
る
。

都
市
計
画
道
路
整
備
事
業
と
今
後
の

課
題
に
つ
い
て

問　

「
五
十
公
野
荒
町
線
」、「
西
新
発
田

五
十
公
野
線
」
と
の
交
差
点
で
の
事
故
に

つ
い
て
伺
う
。
②
昨
年
の
信
号
機
設
置
の

質
問
に
市
長
は
、
「
直
接
新
発
田
警
察
署

長
に
電
話
で
訴
え
た
」
と
答
弁
さ
れ
た

が
、
未
だ
に
実
現
し
て
い
な
い
。
県
公
安

委
員
会
や
県
知
事
に
直
接
訴
え
る
こ
と
を

含
め
て
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
陳
情

等
、
市
長
の
一
定
の
行
動
を
お
願
い
す
る

が
決
意
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

①
新
発
田
警
察
署
に
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
開
通
以
降
「
五
十
公
野
荒
町
線
」
の

交
差
点
で
は
０
件
、
「
西
新
発
田
五
十
公

野
線
」
の
交
差
点
で
は
４
件
の
人
身
事
故

が
発
生
。
そ
の
う
ち
、
児
童
等
が
関
わ
る

交
通
事
故
は
な
か
っ
た
。
②
交
通
規
制
を

伴
う
施
設
の
設
置
は
、
管
轄
の
警
察
署
が

現
地
確
認
等
を
行
い
、
県
警
察
本
部
を
通

じ
て
、
県
公
安
委
員
会
が
判
断
す
る
。
要

望
は
、
新

発
田
警
察

署
へ
伝
え

る
と
と
も

に
、
県
知

事
に
設
置

に
係
る
予

算
措
置
を

働
き
か
け

た
い
。

問　

昨
年
末
に
糸
魚
川
大
火
災
が
あ
り
、

本
市
も
与
茂
七
火
事
を
経
験
し
て
い
る

が
、
①
年
度
内
に
消
火
態
勢
強
化
等
の
考

え
方
は
ど
う
か
。
②
火
災
警
報
器
の
普
及

や
防
火
・
防
炎
製
品
の
使
用
率
向
上
、
そ

し
て
消
火
活
動
時
の
シ
ー
ル
ド
付
防
火
帽

等
の
装
備
は
ど
う
か
。
③
消
防
団
員
の
社

会
環
境
の
変
化
や
地
域
防
災
力
に
不
可
欠

な
現
状
か
ら
、
団
員
の
各
種
手
当
の
引
き

上
げ
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答　

①
新
発
田
地
域
広
域
消
防
本
部
は
、

住
宅
密
集
地
域
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
場
合

の
体
制
を
備
え
て
い
る
ほ
か
、
近
隣
消
防

と
の
応
援
協
定
に
よ
る
出
動
要
請
に
も
対

応
可
能
で
あ
り
、
消
火
態
勢
計
画
は
、
す

で
に
策
定
済
で
あ
る
と
の
こ
と
。
②
住
宅

用
火
災
警
報
器
設
置
状
況
は
、
広
域
消
防

本
部
に
よ
る
平
成
28
年
６
月
現
在
調
査
で

は
、
新
発
田
市
は
68
・
２
％
で
、
普
及
啓

発
に
取
り
組
む
よ
う
担
当
課
に
指
示
し

た
。
防
炎
製
品
は
、
法
律
等
で
一
般
住
宅

へ
の
義
務
化
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、

積
極
的
な
周
知
を
し
た
い
。
防
火
帽
に

シ
ー
ル
ド
は
な
い
が
、
付
属
の
カ
バ
ー
で

顔
を
覆
え
る
の
で
、
現
状
の
活
動
に
支
障

は
な
い
。
③
平
成
22
年
に
団
員
報
酬
、
出

動
費
用
弁
償
を
引
き
上
げ
た
と
こ
ろ
で
、

消
防
庁
の
示
す
交
付
税
措
置
額
の
水
準
等

と
照
ら
し
て
も
妥
当
で
あ
る
。

中
学
校
の
部
活
動
に
外
部
顧
問
を
導

入
し
て
は
ど
う
か

問　

中
学
校
の
部
活
動
は
、
生
徒
に
と
っ

て
心
身
の
発
達
に
好
影
響
を
与
え
る
と
思

う
。
過
熱
し
過
ぎ
る
と
生
徒
を
疲
弊
さ

せ
、
教
員
は
長
時
間
労
働
に
追
い
や
ら
れ

る
が
、
①
外
部
顧
問
等
を
採
用
し
て
は
ど

う
か
。
②
県
内
の
派
遣
状
況
は
ど
う
か
伺

う
。

答　

①
国
県
、
他
市
町
村
の
動
向
を
注
視

し
な
が
ら
、
対
応
を
検
討
し
た
い
。
②
ほ

と
ん
ど
は
県
の
「
ス
ポ
ー
ツ
エ
キ
ス
パ
ー

ト
活
用
事
業
」
を
利
用
し
て
い
る
。
昨
年

度
は
県
内
30
市
町
村
の
う
ち
、
13
市
町
村

で
54
校
、
76
名
が
派
遣
さ
れ
、
当
市
で
も

今
年
度
５
校
に
５
名
の
指
導
者
を
派
遣
し

て
い
る
。

他
の
質
問

：

介
護
保
険
の
「
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
強
化
法
」
に
つ
い
て
、

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
を
生
か
し
た
地
方
ス

ポ
ー
ツ
行
政
の
充
実
を

他
の
質
問

：

鳥
獣
被
害
防
止
対
策
に
つ

い
て

佐藤 真澄

宮村 幸男
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国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

問　

国
保
税
の
滞
納
世
帯
は
加
入
世
帯
の

10
・
２
％
。
そ
の
内
、
所
得
が
２
０
０
万

円
以
下
の
世
帯
が
72
・
７
％
を
占
め
て
い

る
。
高
齢
者
や
低
所
得
者
が
多
く
、
国
保

税
が
生
活
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
。

①
「
国
保
の
都
道
府
県
化
」
で
高
す
ぎ
る

国
保
税
が
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。
②
恒

常
的
な
低
所
得
者
へ
の
減
免
制
度
を
求
め

る
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
は
。

答　

①
平
成
30
年
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
る

都
道
府
県
化
後
は
、
県
が
市
町
村
に
納
付

金
を
課
し
、
市
町
村
が
納
付
金
の
支
払
い

に
必
要
な
適
正
な
税
率
を
設
定
し
、
被
保

険
者
に
賦
課
・
徴
収
す
る
。
納
付
金
は
、

平
成
30
年
１
月
ご
ろ
に
市
町
村
に
通
知
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
現
時
点
で
答

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
②
既
に
市
独
自

で
保
険
税
の
減
免
取
扱
基
準
を
定
め
て
運

用
し
て
お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
減
免
制
度

を
拡
大
す
る
予
定
は
な
い
。

新
発
田
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
実
施
計
画
に
つ
い
て

問　

「
事
業
を
廃
止
し
、
建
物
の
解
体
を

検
討
す
る
施
設
」
に
、
老
人
福
祉
施
設
の

眺
海
荘
、
ほ
う
づ
き
の
里
が
対
象
と
な
っ

て
い
る
。
①
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
な
ぜ

事
業
を
廃
止
す
る
の
か
。
②
計
画
の
策
定

に
当
た
り
、
住
民
や
利
用
者
に
対
し
ど
の

よ
う
に
対
応
し
て
き
た
か
伺
う
。

答　

①
い
ず
れ
の
施
設
も
老
朽
化
が
進

み
、
利
用
者
も
年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
。

経
費
を
か
け
て
施
設
改
修
す
る
こ
と
や
新

し
い
施
設
を
建
て
る
こ
と
は
考
え
て
お
ら

ず
、
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
廃
止
・
取
り

壊
し
の
検
討
を
行
う
。
今
後
は
、
地
域
の

皆
様
と
も
話
合
い
の
場
を
持
ち
、
廃
止
時

期
な
ど
を
検
討
し
た
い
。
②
地
域
と
の
関

わ
り
が
深
い
も
の
は
、
地
元
議
員
に
素
案

を
示
し
て
意
見
交
換
し
、
総
合
管
理
計
画

の
主
旨
と
実
施
計
画
に
よ
る
取
組
の
必
要

性
は
、
概
ね
理
解
い
た
だ
い
た
と
認
識
し

て
い
る
。
今
後
も
皆
様
と
意
見
交
換
を
重

ね
、
よ
り
よ
い
在
り
方
を
導
き
出
し
た

い
。

加藤 和雄

・「本会議」「各委員会」が傍聴できます。
・午前１０時から始まります。
・「本会議」「各委員会」は、市役所本庁舎４階の議場または委員会室で行います。
・傍聴希望の方は、当日本庁舎４階議会事務局までお越しください。
・団体等で大勢の場合は、事前に議会事務局までご連絡ください。
・音声受信機を貸し出しています。会議当日に議会事務局にお申し出ください。

【６月定例会では延べ１００人の方が傍聴に来ていただきました】

傍聴してみませんか!傍聴してみませんか!

本会議の様子本会議の様子 委員会の様子委員会の様子
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・・・・・ 議会トピック 議会トピック ・・・・・

～ 議員定数を27人から25人へ ～
　新発田市議会では、新発田市議会基本条例第16条「議員定数」の規定に基づき、市政の現状と課題、

将来の予測と展望を考慮し、市民の皆さんからの意見もお聞きしながら、平成28年８月25日から計10

回、議会運営委員会において議員定数について審議を重ねてまいりました。その結果、現行の新発田市

議会議員定数条例本則中の議員定数27人を２人減員し、25人に変更すべきという結論に至りました。

　６月定例会初日（６月１日）の本会

議において、議会運営委員会委員長か

らの報告を受け、議員定数を25人とす

る新発田市議会議員定数条例の一部改

正案が提案され、採決の結果、賛成多

数で可決されました。

　平成31年４月に予定される一般選挙

での議員定数は25人となりますが、引

き続き市民の意見を的確に把握し、市

民の付託に答える議会活動を行ってま

いります。

本会議での改正案採決の様子本会議での改正案採決の様子

― 議長、副議長選挙にあたり、
所信表明会を実施しました －

　６月14日の市議会６月定例会の本会議で、議長、副議長を新たに選出しました。

　新発田市議会では、議長、副議長選挙にあたり、投票前に所信表明を述べる方式を、平成23年の選挙

から採用しています。

　所信表明会は、本会議の休憩中に議場で行われ、議長選挙では２人、副議長選挙では３人の議員から

申し出があり、それぞれ所信を表明しました。
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　議案は分野ごとに所管する常任委員会に付託され審査されます。
　その審査の経緯と結果は、本会議で各常任委員会委員長が報告し、質疑、討論を経て採決されます。
　（※以下は、審査状況の一部を紹介しています。）

常任委員会の審査状況

　６月定例会における付託案件は、分割付託を含め議案５件で、審査の結果、すべて可決すべき
ものとしました。

■平成29年度一般会計補正予算について（当委員会所管分）  
　文書配布等事務の委託状況の質疑に、「村部７地

区は平成 23 年度に文書配送員から業務委託に変更

されており、本庁地区も同様に変更を計画したが、

委託先の辞退により、当業務経験者を臨時職員とし

て雇用する」と答弁がありました。都市間交流推進

事業の詳細についての質疑に、「８月 12 日に、新

発田の祖『佐々木三郎盛綱』ゆかりの倉敷市の有志

演じる『源平藤戸合戦　藤戸の浦物語』上演が決定

し、実行委員会へ経費の一部助成を行う」と答弁が

ありました。コミュニティ支援事業の詳細について

の質疑に、「宝くじの社会貢献広報事業の助成金を

活用して、米倉・月岡温泉区両自治会に対して、太

鼓やその関連品の購入助成を行ったが、他にはテン

トや紅白幕等のイベント用具をはじめ、地域活動に

必要な備品など対象は多岐にわたる」と答弁があり

ました。防災行政無線・大峰山中継基地局の落雷に

よる復旧費の財源や現状についての質疑に、「４,472

万６千円と多額であるが、94.7％が保険充当され、

ハンディー機の中継機能のため業務に支障は出てい

ない」と答弁がありました。自主防災組織育成助成

事業の内容はの質疑に、「自治総合センター助成事

業を活用して、箱岩区自主防災会の資機材及び保管

倉庫整備により活動強化を行う」と答弁がありました。

　採決の結果、委員全員の賛成で可決すべきものと

決しました。

■新発田市隣保館設置条例の一部を改正する条例制定について  
　大規模改修の完了時期、利用者の現状、部屋数と

名称についての質疑に、「大規模改修は７月26日

までで、現状では地域中心での利用が多いが、市外

の学校や同和教育の研修にも利用されており、襖や

カーテンで仕切られた複数の部屋を、改修を機に統

合し、室名を変更した」と答弁がありました。

　採決の結果、委員全員の賛成で可決すべきものと

決しました。

委員長　小柳　　肇総 務 常 任 委 員 会

本会議における社会文教常任委員会の委員長報告 総務常任委員会の付託議案審査の様子
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委員長　石山　洋子社会文教常任委員会
　６月定例会における付託案件は、分割付託を含め議案６件で、審査の結果、すべて可決すべ
きものとしました。

　道徳教育が教科化されるがスケジュールとカリ

キュラムは、教科化されることで学校現場に混乱は

生じないかの質疑に、「30 年度から小学校で、31

年度から中学校道徳の教科が始まる。現在教科書の

選考を行っている。各校において既に実践を積み重

ねながら研究を進めている。今後も新学習指導要領

に基づいて適切に進められるものと考える」と答弁

がありました。暴風雨により加治川中学校のバック

ネットが損壊した。危害を未然に防止するための調

査計画は、事象後他校への重点的点検通知と安全意

識につながる情報の共有化についての質疑に、「教

育委員会、学校も適切に連携しながら学校施設の安

全点検を行っている。子ども達の安全確保が基本で

あり、通知が改めて必要と判断されるものは間髪入

れず行っていく」と答弁がありました。こども発達

相談室の移転改修に伴う国庫交付金３千万円の増額

補正と相談室に専門員配置の考えはの質疑に、「猿

橋コミュニティセンター内にこども発達相談室が移

転する。当初予算では交付金要件が厳しかった。２

次募集があり要件が緩和され該当になった。言語療

法士、児童指導員、保育士等の専門員を配置し充実

した支援を行う計画である」と答弁がありました。

重度心身障害者医療費助成事業補助金拡大について

の質疑に、「医療費助成の対象とする障がい者の範

囲を精神障害者保健福祉手帳１級まで拡大するため

のシステム改修である」と答弁がありました。

　採決の結果、委員全員の賛成で可決すべきものと

決しました。

■平成29年度一般会計補正予算について（当委員会所管分）  

　６月定例会における付託案件は、分割付託を含め議案９件で、審査の結果、すべて可決すべ
きものとしました。

委員長　今田　修栄経済建設常任委員会

■新発田市空き家等の適正管理に関する条例の全部を改正する条例制定について  
　空き家等対策計画の策定スケジュール、特定空き

家といわれるものの市内の実態についての質疑に、

「平成 25 年の総務省の調査では、４,930 戸の空き

家があるとされているが、アパートの一室が空き家

でも一戸としてカウントしており、概ね２,000 世帯

が空き家と推測される。今年度中の計画策定を目指

していきたい。特定空き家については、これまで差

し迫ったものはないと考えている。情報としては、

平成 24 年度から 28 年度までの空き家に関する市民

からの問合せ件数は、130 件ほどである。代執行ま

で迫っている危険なものはないと考えている」と答

弁がありました。協議会の組織構成についての質疑

に、「協定締結している団体があり、具体的には県

司法書士会、県宅地建物取引業協会、県土地家屋調

査士会、市建設業協会、新発田地域シルバー人材セ

ンターで、ぜひ協議会に参加いただきたいと考えて

いる。また、関係機関としては、消防及び警察、地

域住民の代表として自治会連合会からの推薦をいた

だいた方等、外部の方からなる構成で組織したい」

と答弁がありました。

　これからの移住や利活用については、建築課で実

施するのか、又は他課で実施するかの質疑に、「空

き家の利活用については、全てが建築課ではなく、

庁内の横連携を取りながら縦割りにならないよう

に、総合的な空き家対策に取り組んでいきたい」と

答弁がありました。

　採決の結果、委員全員の賛成で可決すべきものと

決しました。
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◎ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書

　これまでにも、ギャンブル等依存症による自己破産、

家庭崩壊、犯罪などの深刻な問題があったにもかかわら

ず、政府はその実態を十分に把握して来なかった。

　政府においては、ギャンブル等依存症の実態把握を進

め、論点整理等を踏まえたギャンブル等依存症基本法の

制定などの抜本的強化に取り組むことを強く求める。

　① ギャンブル等依存症対策の企画立案、規制と監視を

一元的に行う独立組織の設置を検討すること。

　② ギャンブル等依存症対策の具体的な対策や実施方法

を早急に検討すること。

　③ アルコール依存症や薬物依存症に関しては、それぞ

れに施策が進められている。ギャンブル等依存症対

策の法制化を進める中で、こうした取り組みと合わ

せ、さらに依存症対策の深化を図ること。

（提出先）　内 閣 総 理 大 臣　　内 閣 官 房 長 官

意見書の提出
６月定例会では、意見書３件を可決しました。
可決した意見書は、国会、内閣総理大臣並びに関係大臣等にそれぞれ送付しました。

※意見書の内容は抜粋して掲載しています。本文（全文）は市議会ホームページをご覧ください。

◎30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書

　子どもたち一人ひとりが大切にされ、豊かな人間関係

の中で教育が行われることは保護者・地域住民・教職員

共通の願いです。そのために、小中学校の全学年におけ

る30人以下学級の実現等が可能となる教育条件整備のた

めの教育予算の確保が不可欠です。

　子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基

盤づくりにとって極めて重要なことから、「教育は未来

への先行投資」であることが多くの国民の共通認識とな

っている。子どもたちが全国どこに住んでいても教育の

機会均等が担保され、教育水準が維持・向上されるよう

に次の事項を実現することを強く要望する。

　① 少人数学級を推進すること。その際の学級規模は、

ＯＥＣＤ諸国並みのゆたかな教育環境を整備するた

め、30人以下とすること。

　② 教育の機会均等と水準の維持・向上を図るため、義

務教育費国庫負担制度の国負担割合を２分の１に復

元すること。

（提出先）　内 閣 総 理 大 臣　　内 閣 官 房 長 官

　　　　　　財 務 大 臣　　文 部 科 学 大 臣

　　　　　　総 務 大 臣

◎地方財政の充実・強化を求める意見書

　2018年度の政府予算、地方財政の検討にあたり、以下

の事項の実現を求める。

① 増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、こ

れに見合う地方一般財源総額の確保をはかること。

② 急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保する

ための社会保障予算の確保と地方財政措置を的確に

行うこと。

③ 復興に係る財源措置については、復興集中期間終了

後の2017年度以降も継続すること。また、人口急増

自治体の行財政運営に支障が生じることのないよ

う、地方交付税算定のあり方を検討すること。

④ 各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財

政に与える影響を十分検討したうえで代替財源の確

保をはじめ、財政運営に支障が生じることのないよ

う対応をはかること。

⑤ 地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」およ

び「まち・ひと・しごと創生事業費」については、

市町村の財政運営に不可欠な財源となっていること

から、現行水準を確保すること。また、これらの財

政措置について、恒久的財源へと転換をはかるた

め、経常的に必要な経費に振替ること。

⑥ 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を

はかり、対策を講じること。

（提出先） 衆 議 院 議 長　　参 議 院 議 長

 内 閣 総 理 大 臣　　内 閣 官 房 長 官

　　　　　　財 務 大 臣　　総 務 大 臣

　　　　　　経済財政政策担当大臣

　　　　　　経 済 産 業 大 臣
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ホームページで議会日程等をお知らせしています。ホームページで議会日程等をお知らせしています。

パソコン、スマホ、タブレット端末でパソコン、スマホ、タブレット端末で
本会議を視聴できます！本会議を視聴できます！

　市議会のホームページでは、市議会のしくみや議員名簿、議会日程等を掲載して
います。
　本会議や常任委員会で議員の質問や市長等の答弁を記録した「会議録」を検索閲
覧することができます。スマートフォンやタブレット端末でも検索できます。他に
も、｢市議会だより｣のバックナンバー（83号以降）を見ることができますので、ぜ
ひご覧ください。
　なお、このたびの６月定例
会の会議録は、９月上旬頃に
掲載予定です。
　また、これまでの会議録
（冊子)は、市立中央図書館
（イクネスしばた内）に設置
されています。

　市議会ホームページでは、本会議のインターネット生中継を行っています。
　パソコンやスマートフォンなどで本会議の様子が視聴できます。また、本会議終了後概ね
１週間後には、録画映像も配信
しています。なお、ご視聴の際
は、市議会ホームページに掲載
の「ご利用案内」等をご確認く
ださい。
　本会議の生中継は、本庁舎１
階ロビーのモニターでも行って
います。
　ぜひご覧ください。

http://www.shibata‐shigikai.jp/
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開かれた議会を目指して

議会報告会を開催しました議会報告会を開催しました
　５月13日に市内８会場で議会報告会を開催し
ました。
　延べ102人の市民の皆さんにご参加いただい
た報告会では、平成29年度一般会計予算関係を
中心に２月定例会で審議された内容を説明した
ほか、「議会に期待すること、行政の不安なこ
と・不便なこと」をテーマに、参加された皆さ
んと活発な意見交換を行うことができました。
　次回も、ぜひご参加ください。

会場での主な質疑応答
Ｑ　定住促進事業の実績は。今住んでいる人が、ず
っと住んでもらえる施策が大事ではないか。
Ａ　最初中心市街地を中心に事業を行っていたが、
昨年から全市に広げ、定住に向けた補助事業を実
施し、40数軒170人ほどの移住があった。

Ｑ　新発田市の財政調整基金はどれくらいか。
Ａ　基金は11種類あり、残高は平成28年度末で約
77億円。そのうち財政調整基金は約36億円。今
年度は約７億円減って約29億円になる見込みで
ある。

Ｑ　東新町の都市計画道路がとても不便である。な
んとかならないか。
Ａ　議会でも一般質問で何度も取り上げたが、改善
されない。引き続き要望していかなければならな
い。

Ｑ　上中山の豚舎問題、12年間住民が苦しんでい
る。今も公表している数値よりも高い数値が出て
おり改善が見られない。市はどのように対応して
いるのか。
Ａ　市の現地調査も何回も入っており、具体的な指
導・対策も取っている。問題は開放型の施設であ
り、改善しないと臭気を低くすることは難しいの
では。また、頭数も８,000頭で多く、臭気を高
くする原因である。

Ｑ　新庁舎は、面積が旧庁舎の２倍ということか
ら、維持管理費が３倍になるとのことだが、そん
なに費用がかかるのか。
Ａ　セキュリティの関係や暖房など最新のものを使
っていることから、相当の費用がかかる部分があ
るとのこと。他自治体の新庁舎と比べても高くは
なく、むしろ低いほうとのこと。

【意見交換の際に参加者からいただいた主な意見等】
・議会傍聴者に対し、資料等の情報提供をさらに充
実してほしい。
・住民を待っているのではなく、議員のほうから聴
きに来てほしい。意見は皆たくさん持っている。
歩み寄ってもらいたい。
・議員の活動が見えてこない。市民にどう伝えてい
るのか。10万人で27人。市民の声を届けるのは
難しい。
・議員定数２人減との報道を見たが、減らしてもこ
れまでどおりやっていけるのか。むしろ市民との
交流がなくなるとの懸念がある。

・婚活事業はなかなか成果が出ていない。出会いの
場だけではなく、結婚に結び付ける人（結婚コン
シェルジュのような仕事）が必要ではないか。
・外環道ができて、川東方面から新発田駅に向かう
道路が非常に不便になった。
・子どもの貧困実態は、なかなか見えにくい。教育
する側も行政側もきちんととらえ、見えない貧困
を見逃さないで対応いただきたい。
・適切に管理されていない空き家や空き地の管理に
苦労している。市にお願いしてもなかなか進まな
い状況である。
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議会報告会についての主な意見・感想・提案など（アンケート記入分）
○初めて出席したが、また出席したいと思う。

○前向きな意見より批判的な意見が多いので、つま
らないと思うことが多い。

○もっと多くの市民が参加するようにＰＲしてほし
い。

○議員の熱意と誠実さがよく伝わってきた。しか
し、市の最重要課題が何なのか、焦点がぼやけて
いたように思った。

○時間が短い。

○議会報告会の開催日は、減らすより増やすことで
はないか。

○直接、議員から話が聴けて良かった。

○できれば行政視察などについても報告するなど検
討してほしい。

○女性の参加者が少ないことに驚いた。

○会議の傍聴 ○会議のFM生・録音放送 ○会議のインターネット中継

○市議会だより ○市議会ホームページ ○議会報告会

○報告や説明の内容 ○報告や説明の時間 ○意見交換

○開催日時 ○開催を知ったきっかけ
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市議会・議会報告会に関するアンケート結果

※アンケート回答数：88
※対象者：議会報告会参加者
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編　集　委　員
 委 員 長 若月　　学

 副委員長 小坂　博司
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制
施
行
70
周
年
記
念
式
典
が
、
市
民
文

化
会
館
で
各
界
の
来
賓
、
市
民
を
含
め

９
０
０
名
余
り
の
参
加
の
中
、
行
わ
れ

ま
し
た
。
第
一
部
で
は
凜
と
張
り
詰
め

た
式
典
、
第
二
部
で
は
「
百
年
先
ま
で

伝
え
た
い　

未
来
の
新
発
田
へ
送
る
音

楽
会
」
が
あ
り
、
華
や
か
な
で
素
晴
ら

し
い
式
典
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
お
披
露
目
さ
れ
た
新
市
歌　

～
虹
の
橋
を
わ
た
っ
て
～
の
ワ
ン
フ

レ
ー
ズ
に
、「
サ
ク
ラ
吹
雪
よ　

花
た

ち
よ　

大
空
高
く　

舞
い
上
が
れ
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
よ
う
に
、

次
世
代
の
子
ど
も
た
ち
の
未
来
が
、
広

く
展
望
で
き
る
よ
う
な
新
発
田
市
と
な

る
た
め
に
、
議
員
相
互
の
自
由
か
っ
達

な
討
議
を
願
っ
て
い
ま
す
。

 

〈
文
責 

編
集
委
員
長　

若
月　
　

学
〉

※一般質問２日目及び３日目は、一般質問の通告議員が多い場合に行います。

変更等の場合は、ホームページ・エフエムしばた等でお知らせします。

日 月 火 水 木 金 土
8/27 28 29 30 31 9/1 2

告示日
議会運営
委員会

請願・陳情
提出期限

議会運営
委員会

3 4 5 6 7 8 9

本会議

（　　　 　 ）
決算審査
特別委員会

（　　　　　 ）
決算審査
特別委員会
（総務関係）

10 11 12 13 14 15 16
決算審査
特別委員会
（　　　　 ）

決算審査
特別委員会

（　　　　　 ）
本会議

（　　　　 ）
本会議

（　　　　 ）
本会議

（　　　　 ）
17 18 19 20 21 22 23

総務常任
委員会

社会文教
常任委員会

経済建設
常任委員会

議会運営
委員会

24 25 26 27 28 29 30

本会議
（最終日）

初日・提案
理由説明・
委員会付託

一般質問
１日目社会文教

関係
経済建設関
係・市長統
括質疑

第３セクター・
財務課長総括
説明

一般質問
３日目

議会運営委員会意見書提出期限

一般質問
２日目

本会議をエフエム
しばた（76.9MHz）で
生中継します！

　本会議（定例会のみ）の様子
を、エフエムしばたで生放送し
ます。
　生放送は本会議開始（午前10
時）から終了まで全て放送しま
す。インターネットサイマルラ
ジオでも聴くことができます。
　緊急情報や休憩などにより中
断することがあります。
　また、一般（代表）質問が行
われる本会議の録音放送も行い
ます。本会議開催日以降の午後
７時から２時間程度、数日に分
けて放送します。放送日時は市
議会ホームページやエフエムし
ばたでお知らせします。
　ぜひお聴ください。

9月定例会日程予定9月定例会日程予定9月定例会日程予定9月定例会日程予定

ださい。
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